
滝川労働基準監督署

事例１
配管敷設のための重機による掘削作業中、埋設物標識シートが出てきたた

め、手掘りに切り替えて土を掘り進めていたところ、掘削面が崩壊し、労働
者Ａは胸まで埋もれて死亡、労働者Ｂは腰まで埋もれて休業を伴う怪我を
負ったもの。

事例２
雨水排水工事において、床付作業中に法面の一部が崩れて同僚の足元が埋

まったため、被災者がスコップを使用し救出作業を始めたところ、さらに法
面が崩壊した。被災者が避難しようとした際、崩壊した土砂に押し飛ばされ
て肋骨の骨折及び内臓の損傷を負ったもの。

滝川労働基準監督署管内において、令和４年11月２日、掘削箇
所の土砂崩壊による死亡労働災害が発生しました。
当該労働災害の発生状況等につきましては、下記のとおりであり、

詳細について調査中です。

災害発生状況
被災者は、用水路工事において、塩化ビニル管（Φ300）を敷設する作業

を行うため、重機で掘削した場所（深さ約2.5メートル）で砂を敷き均す作
業を行っていたところ、側面の土砂が崩壊して首元まで土砂で埋まり、後に
死亡が確認されたもの。

発生原因
・土止め支保工等の崩壊防止措置を講じて
いなかったこと。

・崩壊のおそれのある箇所に作業員を立ち
入らせたこと。

防止対策
地山の崩壊等により危険を及ぼすおそれのある掘削箇所で作業を行う際は、

あらかじめ、土止め支保工を設ける等の対策を講じること。

災害事例（北海道内で令和４年10月に発生したもの）



北海道労働局のホームページに滝川労働基準監督署からのお知らせとして、当署で作成したリーフ
レット等を掲載しています。以下から閲覧できますのでご活用ください。
北海道労働局ＨＰ（ホーム）＞ニュース＆トピックス＞労働基準監督署からのお知らせ＞滝川労働基
準監督署からのお知らせ（https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/news_topics
/kantokusho_oshirase_0005_07.html）

実際の工事現場では、掘削深さが浅い場所で土止め支保工の設置が計画され
ていない、土止め支保工設置前に掘削箇所に立ち入るなどの状況が見られ、土
砂崩壊による労働災害が発生しています。
このような労働災害を防ぐため、土止め支保工を

設置するなどの措置を講じましょう。

参考：日本スピードショア（株）

掘削深さ1.5メートル未満の溝工事を行う際の災害防止対策として、新しい技術が開発さ
れています。
当該技術は、土止め支保工のように掘削壁全体を補強するものではなく、作業者周辺のみ

を保護するもので、土砂が崩壊してもその土砂が作業者側に流れ込むのを遮断します。また、
軽量で設置や移動が容易であるなど、掘削深さが浅い場所での作業に取り入れやすいものと
なっています。

崩壊前 崩壊後

土砂を遮断し、作業者の周囲
の空間を確保

【施工例】

（簡易土止め）
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【施工例】

労働者が溝内に立ち入る前に支保工を設置でき、
組立・解体も原則として溝内に立ち入ることなく
行うことができる工法

建込み簡易土止め工法は、設置箇所の地質や掘削
深さに応じた数の切りばりを取り付けた板状の矢板
を建て込んだ後、掘削と圧入を繰り返して土止め支
保工を設置するもので、原則的に溝内に立ち入るこ
となく設置することができます。


